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巻頭言
IT革命によってもたらされた高度な技術を使い、

人々の生活をあらゆる面で便利な方向へと導くこと
をDX、すなわちデジタルトランスフォーメーショ
ンというそうだ。そんな時代に入った今、これから
述べる話はあまりにもそぐわないのであるけれど
も、何もかもDXや人工知能（AI）などに頼ってし
まい、自分の脳を使って考え、工夫し、発想し、そ
して発明することを忘れてしまったら、人間の存在
理由はだんだん希薄になって行くに違いない。

実はその話とは、江戸時代の慶長10年（1605）に
越中（富山県）の山奥の五

ご

箇
か

山
やま

では、秘かに人の小
便を原料にして爆薬をつくり、それを加賀藩に上納
していたことが当時の古文書に残っていることであ
る。鉄砲と火薬をポルトガル人が種子島に伝えたの
は天文12年（1543）で、そのうちに鉄砲は残るが火
薬は底を突く。ちょうどその頃の慶長年間に五箇山
の農家は小便火薬をつくり始めたのである。

そのつくり方はこうだ。６月頃、あちこちの農家
の囲炉裏周辺の床下に二間（約3.6メートル）四方に
穴（発酵穴）を掘り、その中に稗

ひえがら

殻を敷きつめ、そ
こに蚕糞（カイコの糞）や鶏糞を加えて混ぜ合わせ、
それを堆積していく。そこに溜めておいた人間の小
便を上から大量にかけ、あとは土を被せて、長い間
そのままにしておく。発酵穴の真上の囲炉裏では、
年中火を焚いているので地熱が伝わって温かく、発
酵はどんどん進む。

こうして５～６年もそのままにしておいたものを
掘り出し、それを底に口の付いた土

つちおけ

桶という檜
ひのき

つく
りの桶に移す。その上から水をまんべんなく振り掛
けながら、一夜かけて浸滲してきた濾水を集め、そ
れを釜で煮詰める。途中、草木を燃やしてつくった
灰に水を加えて濾した灰

あくじる

汁を加え、さらに煮詰める
と固形物（結晶）がでてくる。これを自然乾燥した
ものが火薬（塩硝）で、加賀藩に納めたのである。
明治中期頃までつくられていたが、そのうちにチリ
硝石が輸入されてくると生産は終わった。調べたと
ころこの発酵による小便からの火薬づくりは、中国
をはじめ世界中どこにもなく、江戸時代の日本だけ
である。

さてこの小便火薬のできる原理は次のようである。
人尿に含まれる尿素(CO（NH2)2)が土壌中の硝酸菌
を中心とする微生物の作用を受けて脱炭酸されアン
モニア(NH3）となる。次にこれが土壌中の細菌に酸
化されて一酸化窒素(NO)となり、さらに酸化され
て過酸化窒素(NO2)となる。これに水が作用すると

硝酸(HNO3)になる。一
方、灰汁には多量のカ
リウム(K)が含まれて
いるので、それが硝酸
と結合し硝酸カリウム
(KNO3）、すなわち火薬
ができるのである。数
年前、ある研究グルー
プが古文書どおりに小
便火薬をつくってみた
ところ、見事に火薬が
爆発し、実証している。

誰が一番最初に考え
出したのか知るすべも
ないが、今から450年も
前、まったく化学の知識もなく、微生物の存在も知
らなかった江戸人が、どうしてこのような発想を生
み出したのか、それを考えると正に神

かみ

懸
がか

りなほど奇
跡的な思い付きである。

恐らく最初に思い付いた人は、何かからヒントを
得なければできなかったはずである。私はそれが農
家が毎日のように手を掛けている堆

たい

肥
ひ

づくりではな
かったのかと見ている。私は、小さいときから農家
の人がつくるそれを見ていたからよくわかるのだ。
それは、籾

もみがら

殻や藁
わら

、枯
かれくさ

草、木屑といった農業廃棄物
を木の枠

わく

でつくった大きな箱のようなものの中に踏
み込んで堆積し、早く強く発酵するようにと上から
尿を撒くのである。そして、この堆肥を発酵させて
いる間には、風呂場や竈

かまど

から出る灰も捨てずに堆肥
の上に加えるのである。こうして数年置く。

すると堆肥の下の方では、先に述べた化学反応に
より硝酸が濃い濃度でつくられている。そこに雨な
どで溶けた灰が灰汁となって下まで行くと、硝酸と
結合して火薬ができる。恐らくある時、堆肥を掘り
出して行くと底の方に硝酸カリが溜っている。そん
なことを知らずに、誰かが近くで焚火をしているとき、
火の粉がそこに飛んで行って、「ドカーン！！」。つ
まり私はこの奇跡の発酵のヒントは堆肥づくりに
あったのではないか、と思っている。

今の研究者はあまり現場に足を運ばず、研究室で
ITだ、DXだと言って現場主義を軽視している風潮
が私には見えるのである。現場に行かないと自らの
脳で考えることや発想することに繋がらない。江戸
人のたくましさを私はまぶしく思う。

現場に立って考えよ
発酵学者（東京農業大学名誉教授、農学博士）　小泉　武夫
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研 究 成 果

１．研究の背景と目的
消費者の健康志向の高まりの中で、大麦に豊富に

含まれているβ-グルカン（水溶性食物繊維）が注目
され、国内産大麦に再び脚光が当たり、新たな需要
も生まれてきています。特に近年は、もち性大麦に
対する需要の急増、大麦粉を使用した製品の開発・
発売等国内産大麦の需給に影響を与える新たな動き
が次々に出てきています。しかし、国内産大麦の産
地が、こうした動きに十分な対応ができず、国内産
のもち性大麦を中心に需要が供給を上回る逆ミス
マッチ状態が続いています。

こうした状況となった要因を、2016年以降の新た
な動きも踏まえて、我が国の大麦のフードシステム
における各主産地産の大麦の位置付けを浮き彫りに
しながら、明らかにしました。

その上で、今後、国内産大麦の需要を更に拡大・
定着していくために取り組むべき中長期的な課題に
ついて考察しました。

２．‌�各主産地での新品種の導入が国内産大
麦の需給に与える影響

民間流通制度が導入された2000年頃に比べると、
その後、小麦と同様に、大麦の主産地でも、程度の
差はあるものの品種の転換が進展しました（小麦同
様に品種の整理・統合が課題になっている産地もあ

ります）。このため、次第に外国産との差別化が可
能な品質を有する品種の生産が拡大しました。こう
した品種の転換に加えて、栽培技術の向上等もあ
り、国内産大麦への積極的な評価が増加し、国内産
が使用可能な用途も拡大しています。

３．‌�主産地ごとに見た麦類等での大麦の使
用状況の変化

健康ブームを背景として、押麦や五穀米、十穀米
等に使われる精麦の需要拡大とその収束がありまし
たが、その後、押麦等麦類の販売額は2015年まで安
定的に推移しました。しかしながら、2016年に入っ
て、もち麦（もち性大麦）の爆発的なブームにより、
麦類の販売金額が急増し、それが２年半以上続く状
況となっています。

なお、図からも分かるように、「その他の麦類」
の大部分を占める国内産大麦を使用した製品の販売
額は、一時、「もち性大麦を使用した麦類」ととも
に増加する時期もありましたが、最近は減少傾向に
あり、相対的な地位も低下しています。

これに対して、2011年以降2016年くらいまで、国
内産大麦に割高感があり、かつ、麦焼酎の総販売額
が減少する中で、国内産大麦を使用しそれを表示し
ている製品の販売額は全体的には安定的に推移して
います。2017年には、各社、国内産大麦を使用した
プレミアム商品を新たに発売しました。その背景と

して、国内産大麦の品質
への評価の高まりがある
と考えられます。しか
し、国内産大麦の使用
が、芋焼酎も含む他の焼
酎との差別化に利用され
ているものの、紙パック
製品が多いなど本当の意
味でのプレミアムの獲得
は、まだ不十分といえま
す。国内産大麦を使用し
た長期貯蔵のプレミアム
焼酎も相次いで発売され
ましたが、残念ながらそ
の後市場に定着したとは
言い切れない状況が続い
ています。

また、ノンカフェイン
の健康飲料として近年注
目されている麦茶飲料の
生産量が堅調に推移して

日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－
民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの変容に関する研究（大麦編）

企画広報室長　吉田　行郷

図　表類の販売額推移（全国）
資料：‌�日本経済新聞デジタルメディア社による首都圏のスーパーマーケットなど119店における‌

POSデータより農林水産政策研究所吉田行郷が集計。
注．麦類とは、押麦、米粒麦等米に混ぜて炊飯して食べる大麦製品のことである。
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おり、国産使用割合も2016年以降、回復しています。
これらに対して、国内産大麦の使用割合が高い麦味
噌の生産量については、近年、減少傾向で推移して
います。

他方で、シリアルの生産量が近年急増しています
が、その内訳をみるとグラノーラの増加によるとこ
ろが大きく、その他シリアルは、むしろグラノーラ
に押されて減少しています（ただし、グラノーラの
生産量は2016年をピークに２年連続で減少していま
す）。食品スーパーにおけるシリアル・コーナーで
も、現在は、グラノーラの占有率が圧倒的に高く
なっていますが、高級食品スーパーでは、国内産大
麦を使用した製品も販売されています。

以下、大麦の使用状況について主産地ごとの特徴
を整理しました。
＜北陸産大麦＞

北陸４県における「ファイバースノウ」への全面
転換を機に、全国流通する関東の精麦企業による

「国内産使用」表示のある押麦等で、全国に独自の
需要を確立しました。ただし、北陸産六条大麦の豊
作、外国産もち性大麦の需要拡大とその後の定着か
ら、「ファイバースノウ」にやや過剰感が出て価格
が下落し、作付面積も減少しています。今後、麦類
製品での国内産もち性大麦に対する需要拡大にいか
に対応していくかが課題となっています。

また、既存の精麦企業が立地していないため、北
陸産の大麦を自ら精麦、製粉して製造した「大麦
粉」を販売する新たな企業や大麦製品を製造・販売
する福祉施設が出現しています。将来、これらが新
たな需要を生み出す可能性があります。
＜九州産大麦＞

九州産大麦を使用した大麦グラノーラ、大麦麺、
もち性大麦を使用した麦類製品への需要が拡大して
おり、こうした需要に対する国内産大麦の増産が急
務となっています。
＜関東産大麦＞

栃木県では、ビール用に使われなかった地元産の
二条大麦を使って、国内産大麦使用表示のある焼き
菓子（大麦粉使用）、大麦バターサンド等を製造・発
売し、これが新たな需要を生んでいます。

４．大麦の需要に応じた生産に向けた課題
今後、需要に応じて国内産大麦の生産を拡大して

いくためには、現在、各産地で棲み分けられている
「大麦市場におけるそれぞれの居場所」を着実に拡
大しつつ、もち性大麦製品、粉食向け等の新たな需
要も拡大していくことが必要となっています。

需要が急増しているもち性大麦やグラノーラで国
内産大麦を使用してもらうためには、それらの用途
に適性のある新品種を開発・導入するだけでなく、
同時に、品質の安定、均質性、十分な生産量、ロッ
トの確保が重要です。現在は、国内の各産地で徐々
にもち性大麦の生産が進展していますが、まだ、少
量多品種で、産地や用途に適した品種を模索してい
る段階の地域も多くなっています（表）。

今後は、需要が十分に確保できるスピードで転換
を行いつつ、産地内で品種統一を図り、それに合わ
せたサプライチェーンを構築していくことが必要に
なってくると考えられます。

また、新たな可能性を秘めた大麦粉については、
小麦粉、米粉との差別化を図るため、大麦独自の美
味しさやβ-グルカン由来の機能性を活かした商品開
発が重要です。大麦粉の需要拡大に向けて、産地内
だけでなく、二条大麦と六条大麦の産地が連携して
日本全体で市場を拡大していくことが効果的です。

焼酎用、麦味噌用、麦茶用等従来の用途向けにお
いても、原産地表示の導入や国産志向の強まりを踏
まえた戦略的な品種の切り替え・統一が重要になっ
てきています。

また、小麦における地産地消的な取組、農商工連
携的な取組、農産官学連携的な取組では、中小製粉
企業の産地と２次加工メーカーを結びつけるコー
ディネート機能が鍵となっている事例が多くなって
います（例：江別市での「ハルユタカ」を使った中
華麺開発等）。

これに対して、大麦での需要拡大につながりそう
な新たな取組では、２次加工メーカーと産地が直接
結びつく傾向にあります（生産サイドに最終ユーザー
の意向が伝わるという意味ではプラス）。ただし、香
川県では、農商工が一体となって地域ブランド化に
取り組む事例が、新潟県では、産官学が一体となっ
て地域振興に大麦を活用する事例もそれぞれ出現し
ています。さらには、農福連携による取組も出現し
ており、今後の動向に注目する必要があります。

そして、精麦企業が産地でコーディネート機能を
発揮できれば、より安定的な国内産の需要の確保、
新商品開発による新たな市場の開拓、精麦・製粉コ
ストの削減による需要拡大の可能性があります。

精麦工程だけでなく製粉工程まで必要とする菓子
用、大麦粉用では、特に、産地でのそうした加工機
能の確保が重要です（一部の精麦企業がそうした機
能を持ち始めていますが、まだ少ない状況となって
います）。また、新商品開発のための研究体制をど
う構築していくかという点も課題になってきていま
す。

表　もち性大麦の検査数量の推移
（単位：トン）

産地 2017 年産 2018 年産

六条大麦 ホワイトファイバー 宮城 － 11
長野 613 843

二条大麦 くすもち二条 福岡 － 299

はだか麦

キラリモチ
茨城 174 353
岡山 － 85
広島 － 17

ダイシモチ
徳島 97 40
香川 － 246
佐賀 173 322

もっちりぼし 埼玉 104 96
米澤モチ 2号 兵庫 109 83
合 計 1,269 2,396 

資料：農林水産省「農産物検査結果」。
注．2018年産は確定値で更新した。
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NAFTAは米国、カナダ、メキシコの３か国の協
定で1994年１月に発効しました。当時、発展途上国
と先進国の間の初の自由貿易協定と言われ注目され
ました。以降、メキシコが自由貿易を追求する方針
は2000年に与野党逆転の政権交代でも変わりません
でした。日墨EPA（2004年署名）もその一環で締結
されました。現在、12協定46か国と自由貿易協定が
発効しています。このように自由貿易を進めたメキ
シコの農産物貿易の変化やその背景を見てみます。

１．農産品輸出は急増し収支も黒字化
NAFTA発効以来、農業生産は一貫して増加して

輸出も拡大しました。その輸出額は2000年の83億ド
ルから2018年の348億ドル（約４兆円）へと18年間で
４倍以上に拡大しています。また、輸入も増大し
2014年まで収支は赤字基調でしたが、直近では輸入
を上回る輸出の増加で2015年に黒字に転じ、その後
黒字額は年々増加し、2018年には76億ドルまで拡大
しています（第１表）。

２．主な輸出農産品
（１）果実、野菜、園芸作目

輸出は21世紀になり急増しています。輸出額上位
品目の中で、2018年の輸出額が20億ドルを超えた品
目は、アボカド、イチゴ類、トマトでこれらの合計
は70億ドルを超えます。ライム、ナッツや、ブロッ
コリー、キュウリ、タマネギなどの野菜も輸出急増
しています。トマトは、伝統的な産品の一つで従前
より主要な輸出品目でした。対照的に、アボカド、
イチゴ類、青トウガラシの輸出は、2000年頃までは
少なく、21世紀になって急激に増大しています。15
年間で、アボカド24倍、イチゴ類43倍、青トウガラ
シ52倍と文字どおり桁違いの増加を示しています。
伝統的輸出品であるトマト（5.2倍）も大きく伸びま
した（第２表）。 

（２）畜産関係
畜産関係はどうでしょう。2003年から15年間で、

牛肉が4.2倍、豚肉が6.8倍と、野菜などの主要品目
に匹敵する輸出額の増加を示していますが、同時に
輸入も増大しており畜産関係品目の収支は赤字基調
が続いています。牛肉、豚肉、鶏肉など肉類全体の
国内生産量は、着実に増加していますが、人口増
大、経済成長に伴う旺盛な国内需要に国内生産が追
いつかず、輸入超過が続いているのです。ただ、牛
肉は、2015年に純輸出国に転じその後純輸出量が拡
大しています。2018年で、豚肉が75万トン、鶏肉が
90万トンの輸入超過、牛肉は８万トンの純輸出と
なっています。

（３）アルコール類
加工品としてのアルコール類も重要な位置にあり

ます。2018年の輸出額はビールが44.9億ドル、竜舌
蘭から造られる蒸留酒であるテキーラ等が16.5億ド
ル で、 合 わ せ て61億 ド ル（ 約7000億 円 ） で す。
NAFTA発効前の1993年はビール2.3億ドル、テ
キーラ等1.2億ドルでしかなかったものが、25年間
で17倍になりました。テキーラもメキシコブランド
のビールもメキシコ料理に欠かせないものです 。

メキシコの農産品貿易
―北米自由貿易協定（NAFTA）の下で輸出拡大―

国際領域　行政専門員　　宮石　幸雄

第１表　農産品（加工食品含む）の貿易
（単位：百万USドル）

西暦 1995 2000 2005 2010 2015 2018
輸出 6,266 8,329 11,731 17,617 26,573 34,779 
輸入 4,856 8,941 13,919 20,302 24,584 27,139 
収支 1,410 –612 –2,188 –2,685 1,989 7,640

資料：DataBase Global Trade Atlas より筆者作成。

第２表　輸出額上位品目
（単位：百万USドル）

区分 品目 2003 2008 2013 2018 2018/2003

果実，野菜，‌
園芸作目

アボカド 110 609 1,269 2,625 23.9
イチゴ類（注１） 53 361 945 2,282 43.1
トマト 399 675 1,158 2,080 5.2
青トウガラシ 23 82 288 1,222 52.4
ナッツ（注２） 76 94 255 751 9.9
ブロッコリー 70 249 350 719 10.3
ライム 61 157 286 552 9.0
キュウリ 45 92 183 538 12.1
タマネギ 20 25 197 431 21.6
マンゴ 70 96 230 421 6.0
アスパラ 6 29 144 398 72.4

畜産 牛肉（注３） 494 455 1,142 2,070 4.2
豚肉 80 318 443 547 6.8

アルコール類 ビール 1,210 1,791 2,211 4,491 3.7
テキーラ 524 709 1,021 1,646 3.1

資料：Atlas Agroalimentario 2019 ほかより、筆者作成。
注⑴ �イチゴ、ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリーの４

品目。
⑵ クルミ、マカデミアンナッツ、アーモンドなどナッツ類。
⑶ 牛肉（冷凍、冷蔵）、生きた牛。
⑷ マンゴ2003年欄は2005年の輸出額。
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３．輸入ではトウモロコシが増加
一方、輸入が増大しているものもあります。トウ

モロコシ（黄トウモロコシ）や小麦は輸入超過が続
いています。耕種農業では近隣の米国、カナダそし
て南米のブラジル、アルゼンチンなどに比べメキシ
コの生産性は劣ります。1994年頃には、NAFTAに
より関税が撤廃されると「メキシコのトウモロコシ
生産は壊滅し農村は荒廃する」と言われたほどで
す。確かにトウモロコシの輸入は588万トン（1996
年）から約３倍の1710万トン、33億ドル（2018年）
と拡大しました。その99％が米国産で、米国にとっ
て最大の輸出相手国となっています。一方、生産も
2,717万トン（2018年）あり、1995年頃から約50％の
増産になっています。輸入が増えたのは飼料用の黄
トウモロコシであって、食用の白トウモロコシは
80％以上の高い自給率を維持しています。25年前に
言われたような農村崩壊は起こりませんでした。

４．輸出が急増した背景
輸出がこれほど短期間に増えた理由はNAFTAな

どの自由貿易の進展がベースにあり、関税撤廃に加
え資本・人の移動が自由化した影響が大きいと思わ
れます。

輸出が急増した品目の背景には、積極的かつ戦略
的な農業投資による輸出を目指した生産拡大がある
と思われます。例えば、イチゴ類に含まれる、ブ
ルーベリー及びラズベリーは、2000年頃まで、国内
需要がほとんど無く生産も僅かでしたが、生産の増
加と同時に輸出も増大しています。トマトは、国内
需要も多く生産も比較的広く分布していました。最
近10年間で生産は1.6倍に増えましたが輸出は更に
大きく2.9倍に増加しています。上位３州の生産
シェアは2011年の22％から2018年には44％になり、
生産増加が特定地域（州）に集中しています。地域
限定の開発（投資）が推察されます（谷，2012）。

牛肉の生産については、近年、垂直統合も進み米
国のようなフィードロット方式の大規模経営が増大
しています。主に米国からの輸入に依存する飼料は
米国よりコスト高ですが、安い人件費等でカバーし、
牛肉は順調に生産を伸ばしています（ALIC，2015）。
ちなみに、豚肉の輸出は増加していますが、日本向
けが主で米国からそれ以上に輸入し収支は輸入超過
になっています。鶏肉も、健康志向などの傾向も
あって国内需要が増大し輸入超過です。

アボカド、青トウガラシなどの輸出急増の背景と
しては、メキシコ料理の世界的ブームが考えられま
す。アボカドや青トウガラシは伝統的なメキシコ料
理に欠かせないものです。メキシコ伝統料理はユネ
スコ無形文化遺産に2010年登録されました。これ以

降メキシコ料理の世界的なブームと輸出拡大をもた
らしました。メキシコ料理ブームは、ビールやテ
キーラの輸出も後押ししているかも知れません。

加えて、米国という大消費地に隣接していること
も、農産品の輸出の拡大の大きな要因と思われま
す。メキシコでは高速道路などのインフラを整え、
メキシコ北部地域から生鮮野菜なども容易に輸出で
きるようになりました。農産品の輸出の76％が米国
向けです。

５．NAFTAからUSMCAへ
2018年11月、NAFTAに 代 わ る 米 墨 加 協 定

（USMCA）が調印されました。名称は自由貿易協定
（FTA）から単なる協定（Agreement）になりまし
たが、農業部門での関税の無い自由貿易は維持され
ました。自由貿易体制の維持は、メキシコのみなら
ず米国の諸農業団体からも強く要望されており、農
業部門の自由な貿易の是非が与野党対立や政争の材
料にはなりませんでした。

今後に向けては、次のような論点が考えられます。
ロペス・オブラドール大統領は、2018年の選挙戦

でNAFTA支持を明言し、USMCAもいち早く批准
しました。ただ、同大統領は左翼的と言われ、演説
などでも常々新自由主義を批判しています。現在の
自由貿易体制は新自由主義の政策を通じて固められ
てきたものだけに、大統領の方針に変化がないか注
目されるところです。

次に貿易不均衡の問題です。メキシコとの間での
米国の貿易収支の赤字額は、中国に次いで２位で
す。米国トランプ大統領はこれを問題視し、追加関
税や国境封鎖にまで言及しています。自動車関連に
加え農業部門にまで及ぶ貿易不均衡に米国がどのよ
うな対応をするのか不透明なものがあります。

最後に、メキシコは米国以外の各国と貿易関係を
深められるでしょうか。飼料穀物の輸入先について
は米国一辺倒脱却を目指しブラジルなどからも輸入
を始めています。EU、中南米との関係強化にも努
力しています。現在12の自由貿易協定（FTA､日本
とのEPAを含む）が発効し、46か国と自由貿易の関
係にあります。複雑な国際情勢の中でのメキシコの
今後の対応が注目されます。

【参考文献】
谷洋之（2012）「メキシコにおけるトマト生産」『開発学研

究』22 (3)：９-16.
ALIC（2015）「メキシコの牛肉生産および輸出動向」『畜

産の情報』　2015年７月号.
農林水産政策研究所（2018）プロジェクト研究 ［主要国農

業戦略横断・総合］ 研究資料 第11号　第４章
農林水産政策研究所（2019）プロジェクト研究 ［主要国農

業戦略横断・総合］ 研究資料 第12号　第１章
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研究レビュー

米国農務省経済調査局（USDA/ERS）は、USDA
の所管する主な政策に対応した①食料、②農業、③
農村、④環境、⑤国際の各分野において、経済や政
策的な観点から研究を行っています。本稿では、
ERSにおける研究の代表的な刊行物である経済研究
報告書（Economic Research Report: ERR）を対象に
して、ERSの近年の研究動向について紹介します⑴。

１．研究分野別の件数の構成
ERSのウェブサイトには、過去15年間（2005～

2019年）に刊行された268件のERRが掲載されていま
す（2020年１月時点）。これらの分野別の件数の構成
は下表のとおりです。USDA予算額における規模が
最も大きい食料分野の件数が多くなっています。ま
た、国際分野の研究もかなり行われています。

以下、具体的にどのような研究が行われているの
か、分野別に代表的と考えられるものを取り上げて
概要を見ていきます。

２．分野別の研究ピックアップ
（１）食料

低所得世帯に対して十分な食料を確保することを
目 的 と し た 補 充 的 栄 養 支 援 プ ロ グ ラ ム

（Supplemental Nutrition Assistance Program: 
SNAP）について、Tiehen et al. （2012）は、SNAP
により米国の全人口の貧困率（所得が貧困水準未満
である人口の割合）が、2000～2009年の間、年平均
で4.4%、子供の貧困率が5.6%減少したと推定してい
ます。

Canning and Stacy （2019）は、2016年ベースで見

ると、SNAPの支出額が10億ドル増加すればGDPが
約15億4000万ドル増加すること、そのうち、農林水
産業については、3200万ドル増加すると推定してい
ます（2018年のSNAP支出額は約650億ドル）。

また、毎年、米国の世帯の食料確保の状況も調査
しており、Coleman-Jensen et al. （2019）は、2018
年において、十分な食料を確保できなかった世帯
は、全世帯の11.1%であり、2011年の14.9%から継続
的に低下していると推定しています。

（２）農業
農業保険の保険料補助金の引上げが2000年に実施

されましたが、O’Donoghue（2014）は、引上げの
保険需要に与える影響を主要穀物について分析し、
例えば、とうもろこしの場合、1997～2002年の間
に、補助金が１%増加すると、保険料支払い額が
0.86%、保険に加入する農地面積が0.1%増加したと
推定し、補助金により保険需要が増加することを明
らかにしています。

主要穀物の生産において精密農業（precision 
agriculture）の導入が、2000年代に入り急速に進ん
でいますが、Schimmelpfennig （2016）は、精密農
業の主要な技術である①単収と土壌データに関する
圃場マッピング、②トラクター等の自動誘導、③種
子、肥料等の施用量調節について、これらを採用し
た場合には、2010年において、とうもろこし生産で
の純収入（収入－費用）が、採用しない場合に比べ
て、圃場マッピングは1.8%、自動誘導は1.5%、施用
量調節は1.1%増加したと推定するなど精密農業の収
益性に与える影響を明らかにしています。

（３）農村
農村にブロードバンドインターネットを普及させ

るプログラムが、2002年に導入されましたが、
Stenberg et al. （2009）は、2007年において、農村と
都市の世帯を比べると、インターネットの普及率に
余り差はないが、インターネットを利用している世
帯のうちブロードバンドで接続している割合は、都
市では約84％であるのに対して、農村では約70％し
かないこと、また、2000年までにブロードバンドが
比較的普及していた農村地域とほとんど普及してい
なかった地域を比べると、2002～2006年において、
前者の方が雇用成長率が高く、非農家所得の伸び率
も高かったと推定しています。

米国農務省の経済調査局における近年の研究動向
―エビデンスを提供する経済・政策研究―

国際領域　上席主任研究官　勝又健太郎

表　ERRの分野別の件数の構成

分野 件数  割合（%）

食料 117 44 

農業  53 20 

農村  18 7 

環境  30 11

国際  50 19

合計 268 100
資料：筆者作成。
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農村の経済的発展のために、農産物の加工等によ
り付加価値を増加させて販売する生産者への補助金
が2000年に導入されましたが、Rupasingha et al. 

（2018）は、2001～2013年においては、当該補助金
を受給した事業者の事業生存率が、受給していない
類似の事業者に比べて高いこと、また、受給後１～
５年間で、受給事業者の雇用者数の方が数名多く
なっていると推定しています。

（４）環境
農家の経営安定対策に係るクロスコンプライアン

ス（環境保全要件）が、1985年に導入されましたが、
Claassen et al. （2017）は、1982～1997年の間に、水
による土壌浸食量が、当該要件の対象となった農地
で39%減少し、1997～2012年の間にはほとんど変化
しなかった（つまり、それ以前の土壌保全効果が維
持された）と推定しています。また、2014年農業法
において新たに農業保険の保険料補助金に当該要件
を課したことにより、当該要件の対象となる農地が
44%増加すると推定しています。

土壌保全等のために農地を長期に休耕した場合に
地 代 相 当 が 支 給 さ れ る 保 全 留 保 プ ロ グ ラ ム 

（Conservation Reserve Program: CRP）について、
Hellerstein et al. （2015）は、CRPの参加者は、入札
上限価格を設定したオークションにより募集・決定
しているが、入札上限価格を設定しない代替的な
オークションにすれば、入札者（参加希望者）間で
の競争を促進することにより、CRPの支出額を最大
で18%減らすことができるということを実験経済学
の手法により明らかにしています。

（５）国際
中国では、2004年から食糧の生産拡大のために価

格支持制度と直接支払いが導入されましたが、Gale
（2013）は、2000年代後半から、生産費の上昇に伴
い、価格支持水準の引上げや直接支払いの拡大を継
続的に実施してきたために、2012年に農業政策に関
する国内助成支出額が約750億ドルに達しているこ
とから、今後、WTO農業協定における国内助成の
削減に係る約束に違反する可能性があると分析して
います。

Beckman et al. （2015）は、米国、EU間で交渉中
である大西洋横断貿易投資協定（Transatlantic 
Trade and Investment Partnership）の農業分野に
与える影響をシミュレーション分析し、ベースとし
た2011年に比べて、①農産物に係る関税や関税割当
を撤廃した場合は、米国の対EUの農産物輸出額が
約55億ドル、EUの対米国の輸出額は約８億ドル増
加すること、また、②関税や関税割当とともに、肉
類、穀物、野菜、果実に係る非関税障壁（SBSと
TBT）も撤廃した場合は、①より更に対EUで約41
億ドル、対米国で約12億ドル輸出額が増加すること

となるなどと試算しています。

３．まとめ
以上のように、ERSにおいては、USDAの政策の

事前的または事後的な効果分析を行うとともに、国
内外の農業や農業政策をめぐる状況を把握して、政
策の実施や変更の必要性を分析するなど、様々な分
野において実証的な研究を行うことにより、米国議
会や行政機関の政策立案者のみならず、農業者、消
費者等の意思決定に資する知見（エビデンス）を提
供してきています。

注（１）各分野における研究の主なトピックは以下のとおり。
①�食料：�食料栄養支援、食品市場と価格、食品安全等
②農業：‌�農家の経営安定、農業構造、農業労働、農業技術‌

等
③�農村：農村振興、農村経済、農村人口等
④�環境：環境保全、気候変動、有機農業等
⑤国際：�貿易、WTO、諸外国における農業と農業政策

等
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近年、農業分野においてイノベーションへの関心
が高まっています。農業人口の減少や従事者の高齢
化、気候変動等の課題解決には新しい知識や技術の
導入が重要になるからです。本シンポジウムではオ
ランダを中心とした諸外国の農業イノベーション事
例の知見共有、課題解決に向けた議論を通じて、我
が国のイノベーション促進について討論しました。
国内外の知見共有に加えて、学術理論と現場実地と
いう、複合的な視座が一堂に会して課題解決を模索
したことが本シンポジウムの特徴です。タイトルに
ある「つながる、ひろがる、変わる」には、多様な
主体が連携することで新たな知識や技術が生まれ、
それらが社会に普及することにより、農業が変革す
るという意味が込められています。

当日は農業現場、民間企業、研究機関、行政機関
等の多様なセクターから多くの参加者が集いました。

１．基調講演
⑴�　「農業イノベーションシステムへの課題と機会：

農業4.0と食農システム変換への新たな対応」
ローレンス・クラークス氏（ワーゲニンゲン大学知
識・技術・イノベーション研究グループ教授）

クラークス氏は、日本は
技術力のある国だが、イノ
ベーションの推進には課題
もあると述べました。どん
なにすばらしい新技術もそ
れを受け入れたいと考える
利用者や、受入可能な制度
的枠組が存在しなければ社

会に普及しないからです。イノベーションとは社会
全体の制度再編であり、その推進は容易ではありま
せん。新技術が倫理的理由から拒絶されることもあ
れば、現実的な需要と一致しない可能性もありま
す。そうならないためにも、技術開発の過程におい
て多様な主体による参画が求められます。様々な主
体を結びつけ、技術開発と実需要のギャップを埋め

る存在として、イノベーション・ブローカーの重要
性について言及され、その役割を担う多様な個人や
法人が紹介されました。

イノベーションを推進するに当たり、まずは現状
の日本制度を理解する必要があります。例えば、ど
のようなイノベーション支援があり、何をどう変革
させたいのかという将来像を具体的にします。その
上で、どのような小さな変化が起こりうるか、その
ためのミッションやニーズは何なのかを掘り下げて
考える必要があるからです。

これから来る「農業4.0」や、更なる新技術の導入
に向けて我々が考えなければならないのは、システ
ムが国全体をどのように変革し、どのような影響を
引き起こすかを全体論（システム）として理解する
ことです。「個々別々の変革としてでなく、ネット
ワーク全体の変革として考えて欲しい」とクラーク
ス氏は繰り返しました。
⑵� 「OECD政策レビュー：日本農業のイノベーショ

ン－生産性と持続可能性の向上をめざして－」
木村伸吾氏（OECD貿易・農業局農業政策分析官（ア
ジア開発銀行出向中））

木村氏は2019年５月に公
表されたOECD報告書『日本
農業のイノベーション、生
産性および持続可能性』の
執筆に携わりました。そし
て、農業の生産性と持続可
能性の向上がOECD各国共
通の関心事項であり、その
達成には包括的な農業イノ

ベーションシステムからのアプローチが重要と述べ
ました。農業以外の他産業で開発された技術をいか
に取り入れるか、研究開発が市場ニーズに適合して
いるかを優先して考える必要があります。農業政策
を供給主導から需要主導へ、さらに部門横断的な内
容に舵取りすることが勧められます。

今後、農業者はイノベーションプロセスへ主体的

クラークス 教授
木村 伸吾

農業政策分析官

イノベーションでつながる、ひろがる、変わる農業：
日本とオランダ、そして世界の動き

日時：令和２年１月22日（水）13:00-17:00 場所：フクラシア丸の内オアゾHallA

研究員　　土居　拓務

イノベーションでつながる、ひろがる、変わる農業：
日本とオランダ、そして世界の動き

シンポジウム概要紹介
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に参画することが重要です。同時に農業の研究開発
資金のあり方も考える必要があります。現在、日本
における農業の研究開発費は公的支出が大半を占め
ますが、他方、オランダでは民間による研究開発投
資が多くなっています。農業を部門横断的な産業に
するためには、産学官等の連携を進め、研究開発を
国全体のイノベーションシステムの流れに乗せるこ
とが重要です。木村氏は農業分野における日本と
OECD各国の政策を比較することで、広域的な視点
から日本農業の方向性を示唆しました。

２．個別報告
⑴�　「オランダ農業とイノベーション：産学官連携

を基盤とする取組」
エバート ヤン・クライエンブリンク氏（駐日オラ
ンダ王国大使館農務参事官）

クライエンブリンク氏は
オランダ農業の成功要因と
して、EU市場に向けた好立
地や物流システムの条件の
良さに加えて、官民の協力
による研究開発と生産体制
が要因と述べました。オラ
ンダは政府だけでなく民間
も大学に研究資金を提供し

ます。大学が農業者の所得向上に結びつく研究を
行っているからです。また、各産業が一定地域に集
積してクラスターを形成し、それにより研究開発が
促されたことも成功の一因です。このようなクラス
ターの形成は自治体間の枠を超えた連携があったか
らこそ可能でした。これら連携が成立するのは、官
民共通の課題に対するWIN-WINな解決策と明確な
ビジョンが提示されていることに起因します。
⑵�　「農業者主導のイノベーション：大規模水田経

営におけるICT活用」
横田修一氏（横田農場代表取締役及び農匠ナビ株式
会社代表取締役社長）

横田氏は、経営者の立場
からイノベーションのあり
方と課題について報告しま
した。横田農場では作業効
率化により１台の田植機コ
ンバインで約150haもの作業
を行います。イノベーショ
ンの原点として、農家自ら
が考えて行動すること、効

率を最大化するフラットな組織づくりが必要と述べ
ました。現在、１人当たり50ha作業を目標に農地集
約化や作業体系の変革、自動化等に取り組み、また

スマート農業加速化実証プロジェクトにも参画して
います。今後、気候変動への対応等に向けて、研究
者等との連携が必要であると横田氏は述べました。
⑶ 「農業のデジタル化における行政の役割」
國井大輔（農林水産政策研究所主任研究官）

國井主任研究官は農業情
報のデジタル化による社会
変遷を時間軸モデルで説明
し、今後の行政の役割とし
て、情報の適正管理と利用、
提供、そして先進事例の調
査とそのヨコ展開が考えら
れると整理しました。現在、
取り組んでいる農地区画情

報である筆ポリゴンを基盤としたデータ連携、ICT
等を活用した農村活性化の事例調査について紹介し
つつ、データ整備に加えて、データ品質の向上には
データをフィードバックする仕組みが必要であるこ
と、また、現地調査の結果から農村部のインフラ整
備、現場と先端技術のミスマッチ解消、ICTリテラ
シーの醸成が今後の課題であると指摘しました。

３．パネルディスカッション
浅 井 主 任 研 究 官 が コ ー

ディネーターを務め、「つな
がる」「ひろがる」「変わる」
を各テーマとして、登壇者
５名と討論を行いました。
「つながる」では、クラー

クス氏は多様な考え方を共
有できるネットワーカーの
重要性を指摘し、木村氏は

連携促進には官民の棲み分けが重要と述べ、クライ
エンブリンク氏はオランダにおける産業クラスター
の発展には自治体が地域特性を考慮して企業誘致を
行ってきたという背景を説明しました。「ひろがる」
では、地域の身近な成功例が技術普及には効果的で
あると横田氏が述べ、スキルを持った人材の積極的
な勧誘の必要性に触れました。「変わる」では、「こ
れからの農業で必要な人材」として、横田氏は「自
身で考え行動して課題を見つけられる人」を挙げま
した。また、クラークス氏は「イノベーションには
フラットな組織と想像力も大事」と述べました。

農業イノベーションについて、幅広い視点から意
見の飛び交う、登壇者の熱意あふれる活発なシンポ
ジウムになりました。

注．本シンポジウムの資料は農林水産政策研究所Webサイトをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/index.html

クライエンブリンク
農務参事官

横田 修一
代表取締役

國井 大輔
主任研究官

浅井 真康
主任研究官
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消費者の健康志向の高まりの中で、大麦に豊富に
含まれているβ-グルカン（水溶性食物繊維）が注目
され、特に近年は、もち性大麦に対する需要の急増
等国内産大麦の需給に影響を与える新たな動きが
次々に出てきていますが、国内産大麦の産地がこう
した動きに十分な対応ができず、国内産大麦につい
ても国内産小麦と同様に需要が供給を上回る逆ミス
マッチ状態が続いています。本セミナーでは、こう
した状況になった要因について、近年の新たな動き
も踏まえて、我が国の大麦のフードシステムにおけ
る各主産地産の大麦の位置付けを浮き彫りにしなが
ら、国内産大麦の粉食用用途の可能性、急拡大した
もち性大麦に対する需要の見通し、国内産大麦の新
たな用途の拡大状況についてそれぞれ報告していた
だきました。さらに、報告者４人から、今後の国内
産大麦の需要拡大の可能性と課題について討論を行
いました。その概要を紹介します。

１．研究報告
まずは、農林水産政策研究所

の吉田企画広報室長から、同研究
所の研究成果を報告しました（報
告内容は、本誌２～３頁を参照）。

次に、株式会社大麦工房ロア
の上武裕専務取締役からは、大麦
への取組の背景として、栃木県が
全国1,２位を争う二条大麦の産地
であることから、二条大麦が主に

ビール麦として取引されている一方で、ビール規格
外としても相当に販売されているため、当初は洋菓
子専門店として開業したものの、地元のものを使っ
て日持ちのする製品を作りたいという願いから、栃
木県産大麦を使用した大麦ダクワーズを発売しまし

た。ダクワーズ開発当初、大麦
は一般に流通していなかったた
め、地元産の大麦を入手するの
が困難であり、農協からの協力
も得がたい状況でしたが、長谷
川農場と勅使川原精麦所と出会
うことによって、大麦ダクワー
ズが誕生しました。その後、大

麦の認知度向上に向けて、麦の穂が黄熟してくる５
月下旬頃、全国から希望者を募り、麦畑の散策や大
麦を使ったランチの提供等、地域に密着したワーク
ショップや体験型イベントなどを多く開催している
との紹介がありました。

さらに、β-グルカンを多く含むビューファイ
バーに着目し、2017年６月に農業法人　株式会社大
麦工房アグリを設立し、原料の大麦を自社で栽培す
る取組を始めました。きっかけとなったのは、会社
が所在する足利市内に多く発生している耕作放棄地
をうまく活用できないかと考え、当初は、ほ場整備
等に大変苦労しましたが、2018年11月にはビュー
ファイバーの種まきができ、徐々に面積、収穫量と
もに拡大しているとの発言がありました。

このようにして、栃木県産大麦の生産拡大に努め
るとともに、2012年には『栃木の大麦食品を広める
会』を発足し、地元栃木県内の企業、生産者など約
50社が会員となって会を盛り上げています。栃木県
では圧倒的にビール麦生産が多い中で、食用大麦が
健康の維持・向上に有用であることを示し、利用・
活用した食品を開発し広めることにより新たな需要
創出、産業活性化、農業の発展、自給率の向上を目
指し、身近な定食屋など地元のお店をはじめとして
大麦の普及に努めているとの報告がありました。

株式会社はくばくの林恵子購
買部マネージャーからは、「麦こ
そが健康の源」という想いが、株
式会社はくばくの原点であるこ
とを紹介し、健康と密接に関連
している大麦を色々な視点の
データを用いて解説されました。
全粒穀物には多くの食物繊維が

含まれており、世界中でも全粒穀物の重要性は脚光
をあびています。日本人の食物繊維の摂取源は主に
白米とパンに寄っており、美味しさの観点から麦ご
飯を食べなくなった日本人に、癌等生活習慣病が多
くなったことを指摘しました。もち麦性大麦は健康
面に加え美味しさを伴っているので、大麦のイノ
ベーションが起きているのではないかと指摘しまし
た。また、大麦のターゲットはすべての年齢階層。
いかにリピートして買ってくれる人を定着させるこ

吉田 行郷
企画広報室長

林 恵子氏

日本の麦―拡大し続ける市場の徹底分析―
民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの

変容に関する研究（大麦編）
政策研究調査官　糸井　明美

日時：令和元年11月27日（水）13:30–17:00　　　場所：農林水産政策研究所セミナー室

セミナー・研究成果報告会概要紹介

上武 裕氏
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とが重要であるといいます。それは、若者向けで
あったコンビニの来店者も50歳以上が37％を占める
ようになり、大手コンビニでは次々と大麦入り食品
を発表し戦略のひとつとなっていることからもうか
がえます。また、2018年のスーパー等を対象とした
大麦市場は71億円で前年比113％となり、その約８割
がもち性大麦であることを示しました。今後の国産
もち性大麦の需要は、健康が一番大事と考えている
人が大半を占める中で、健康に良いだけでなく、に
おいが少ないなどの美味しさ、粒の色の綺麗さ、白
米とのなじみの良さから拡大が望めるのではないか
との考えを示しました。

さらに、株式会社はくばくでは全国の産地に向け
て大麦生産拡大を依頼していますが、既存産地であ
ると、うるち性大麦の生産が減少してしまうという
問題などから、今まで食用大麦を作付けしていな
かった北海道オホーツクへ新たな産地開拓に動いて
います。オホーツクには、オホーツク文化の遺跡と
してモヨロ貝塚があり、そこでは大麦が栽培され、
食されていたという歴史もありました。健康都市を
推進する網走市をはじめ、はくばく、東京農業大
学、ボランティア、地域企業、生産者とともに、大
麦食を推進するオホーツク機能性大麦推進協議会に
参画し健康な地域作りを支援する活動を行っていま
す。単純に大麦という農作物を生産するのではな
く、日本の未来の健康を作るためといった新しい価
値形成を目指し、儲けだけではなく良いものを作る
という意識形成も行っています。また、生産にあた
り、まずは大麦を美味しいと食べてもらうために、
生産者向けの料理教室や勉強会、消費者へ向けて東
京農大のマルシェに出店するなどオホーツクエリア
を中心とした普及啓発活動を行っているとの報告が
ありました。

最後に、農研機構食農ビジネス
推進センターの浦松亮輔コーディ
ネーターから、大麦の可能性と期
待される機能性活用について報告
されました。

大麦の消費をより定着・拡大す
るためには、近年消費減少が続く
米（米飯）の復活、そして、麦め

し（米・麦）としての拡大しかないのかとの考え方
がありますが、大麦に関しては、品種改良や栽培、
加工技術の進歩から、さらには、食の多様性により
嗜好品（健康食）としての役割も生まれてきており、
さらに超高齢社会への突入時代においては、β-グ
ルカンを豊富に含んだ大麦の持つ機能性が注目さ
れ、活躍できると指摘しました。また、大麦はアレ
ルゲン指定原材料ではない、小麦グルテンは含まな
い、低GI食品である、β-グルカンを含む食物繊維

の宝庫である、粒、粉、リキッド多種多様に活用で
きることをキーワードに挙げ、大麦が昔のイメージ
と違って、より健康でより加工性の高い美味しい食
材であることを重要視しました。そのため、大麦が
機能性成分β-グルカンの補給源、食物繊維源とし
て栄養補助食だけでなく、高齢者食、介護者食、災
害食として年齢に関係なく多様なシーンでの活用が
期待されることを示し、具体的には、スマイルケア
食や災害食にこそ要介護者向けに食物繊維を含む
β-グルカンを入れる必要があると示しました。ま
た、普段食べているものを災害時でも同じように食
べることができる保存性の高いバリアフリー食品と
して、大麦商品を開発することが重要であると述べ
た上で、機能性食品へのニーズは超高齢社会におい
て 高 騰 す る と 考 え ら れ、 潜 在 市 場 規 模 は 約
２兆９千億円とも試算されていることから、そのう
ちの１～２割を大麦が占めれば大きく活躍する場が
生まれるだろうと述べました。

今後の課題としては、栽培地域を育成し農家の収
益確保、流通形態の改善への取組のほか、精麦会社
に頼る加工でよいのか、米より高い大麦価格（もち
性大麦）を消費者が受け入れ続けるのか、さらに
は、商品規格作りなどの消費者教育は今のままでよ
いのかなどの業界としての課題への取組への提起が
ありました。

２．討論会及び質疑応答　
吉田企画広報室長がコーディネーターとなって、

討論が進められました。
大麦の今後の可能性については、今回のもち性大

麦の需要の急拡大が単なるブームではないとの認識
が共有され、機能性成分β-グルカンを多く含むも
ち性大麦のポテンシャルは非常に高いので、健康食
品としての可能性に留まらず、モチモチとした食感
などの美味しさを活かし、更なる需要拡大を目指す
必要があるのではないかと示唆されました。

生産面では、まだ潜在的に増産の可能性があり、
ビール麦などからの転換も期待されるものの、どの
程度の需要が実需者からあるのかを見極め、どのよ
うに流通させるかが課題であり、加工業者を含む企
業との連携などが重要であると述べられました。

質疑応答では、もち性大麦がブームになる前から
生産している農家の方から大麦の将来性についての
質問などがあり、吉田企画広報室長から、現在は過
渡期であり、今後、もち性大麦の生産量が増加し安
定した流通が確保されれば、需給も安定し、適切な
入札価格の形成が見込めるのではないかと回答しま
した。
注．本セミナーの資料は農林水産政策研究所Webサイトをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/index.html

浦松 亮輔氏
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本書は農政研究の第一人者であり長年にわたって
農政改革に関与してきた著者が主に2014年から16年
にかけて書いたエッセイや小論文を集めたものであ
り、そのカバーする範囲は農業、農村、農政、政策
研究に及んでいます。

全体は四つのパートから成り、パートⅠ「食と農
の見取り図」、パートⅡ「揺れる農政」、パートⅢ

「農村の四季」、パートⅣ「次の世代へ」となってい
ます。パートⅠとパートⅢは楽しく読めて、読むだ
けで農業・農村への親近感を抱くことができます。
パートⅡは農政に関する内容で農業・農政にかかわ
る人たちへの著者のメッセージが込められていま
す。ここではパートⅡの中で特に重要と思われる食
料の安全保障と農政の安定性について紹介します。

食料の安全保障に関しては、食料自給率と関連付
けながら議論が進みます。食料自給率は農業生産だ
けでなく国民の食料消費パターンにより影響される
数字です。東アジアのような人口稠密地域の食料自
給率は、貧しい時代にはコメを大量に消費するため
高い値となりますが、豊かになると畜産物を大量に
食べるようになるので低下します。このため著者
は、食料消費パターンで変化する自給率の数値を追
いかけるよりも食料の安全保障のほうが重要である
としています。どのような事態のもとでも国民がミ
ニマムの食料を確保できる状態の維持が重要であ
り、国がそのためのカロリー供給力を維持すること
は必須であると強く主張します。著者は日本におい
ても、食料の国際価格の高騰に円安という条件が加
わった場合、所得格差の拡大により一部の人々に購
買力の不足による食料の安全保障の問題が生じる可
能性があることを指摘しています。

農政について、著者は1999年に公布・施行された新
基本法（食料・農業・農村基本法）を中心に農政の流
れを概観します。新基本法の政策理念は①食料の安

定供給の確保、②農業の
多面的機能の発揮、③農
業の持続的な発展、④農
村の振興です。その実現
のために、５年ごとに食
料・農業・農村基本計画
を策定することとなっています。同計画は、食料・農
業・農村政策審議会の意見を聴いた上で、①食料、農
業及び農村に関する施策についての基本的な方針、
②食料自給率の目標、③食料、農業及び農村に関し、
政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、④その他、
食料、農業及び農村に関する施策の推進に必要な事
項、について策定されます。第２回（2005年）の基本
計画では経営所得安定対策が新設され、品目別の安
定対策から、品目横断的に施策対象となる担い手を
明確化し、その経営の安定を図る施策に転換しまし
た。2006年には担い手経営安定法が制定されました。
著者は、第３回（2010年）の基本計画を、「効率的かつ
安定的な農業経営が・・農業生産の相当部分を担う」
ことを目指す「基本法の理念から逸脱した面を有して
いた」と評価しています。第４回（2015年）の基本計
画については、農業の担い手像をあらためて明確に
定義して重点的な支援を講じることを記述したと指
摘し、「基本法の理念に沿った内容に回帰した」と評
価しています。以上４回にわたる基本計画の策定に
関して著者は「近年の農政は大きく揺れ続けてきた」
と指摘し、政策の安定性が重要であることを強調し
ています。頻繁に政策が変更されて安定性が損なわ
れると、本格的に農業を営む生産者に深刻な負の影
響を及ぼすこと、近年の日本では政策自体がリスク
ファクターとなったことを主張します。

以上、足早に紹介してきましたが、農政に関心の深
い方には、「日本農業の真実」、「農業と農政の視野」、

「続・農業と農政の視野」との併読をお勧めします。

『農業と農政の視野／完
  ―論理の力と歴史の重み』
生源寺 眞一 著

国際領域　行政専門員　明石光一郎

『農業と農政の視野／完
 ―論理の力と歴史の重み』

著者／生源寺眞一
出版年／2017年
発行所／農林統計出版社
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　「研究活動一覧」は，当研究所員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様に提供することを目的として
います。研究内容の詳細につきましては，直接担当研究
員までお問い合わせください。

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

吉田行郷
国産麦の増産を本気で考える（小麦編その２）～
主要産地毎の特徴の違いから見えてきた対応方
向～

週刊農林10月5日号 第2394号 2019年10月

吉井邦恒 収入保険制度 日本農業経済学会編『農業経
済学事典』（丸善出版） 2019年11月

吉井邦恒 アメリカの農業 日本農業経済学会編『農業経
済学事典』（丸善出版） 2019年11月

上林篤幸 OECD-FAO農業見通し 2019-2028（穀物部
分）

製粉振興（一般財団法人 製粉
振興会報） No.603 2019年11月

吉田行郷 国産麦の増産を本気で考える（大麦編）～主要産
地毎の特徴の違いから見えてきた対応方向～ 週刊農林11月15日号 第2398号 2019年11月

八木浩平
我が国の食料消費の将来推計（2019年版）に
ついて―食料支出総額の減少と食の外部化の進
展―

農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

中村出 アルゼンチンの農業と貿易 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

高橋祐一郎 日本産水産物の輸出に関する調査研究 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

田中淳志 EUの有機食品市場の動向と有機農業振興のため
の戦略 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

土居拓務 ブックレビュー 
『日本の田舎は宝の山』曽根原久司著 農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月
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② 口頭発表および講演

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

田中淳志

ブックレビュー 
『地域おこし協力隊：10年の挑戦』椎川忍、小田
切徳美、佐藤啓太郎、地域活性化センター、移
住・交流推進機構編著

農林水産政策研究所レビュー No.92 2019年11月

福田竜一 貿易体制の転換と農業：FTA/EPAとTPP 日本農業経済学会編『農業経
済学事典』（丸善出版） 2019年12月

八木浩平・高橋克也・
薬師寺哲郎・伊藤暢
宏

多様な中食消費と個人特性、食品群・栄養素摂取
の関係―カテゴリカル構造方程式モデリングに
よる分析―

農林水産政策研究 早期公開 2019年12月

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

桑原田智之 Japanese Economy since 1980's 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月1日

桑原田智之 Structural challenges and Reforms 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月8日

桑原田智之
Overview of the current Japanese 
economy and its economic policy 
(Japanese Economy)

青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月15日

桑原田智之 Public Finance -spending and taxation- 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年10月29日

桑原田智之 Economic policy formulation in Japan 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年11月19日

松久勉 畜産経営における雇用の特徴と動向―外国
人労働力の動向を踏まえながら― 全日畜セミナー（全日本畜産経営者協会） 2019年11月21日

吉田行郷 農福連携とは～中国四国地方の事例にみる
現状と課題～ 広島県農福連携提案会 2019年11月22日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

桑原田智之 Industrial Policy and Organisations 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年11月26日

吉田行郷
日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－

（民間流通制度導入後の国内産麦のフードシ
ステムの変容に関する研究（大麦編）） 

セミナー・研究成果報告会
日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－

（民間流通制度導入後の国内産麦のフードシ
ステム の変容に関する研究（大麦編）） （農
林水産政策研究所）

2019年11月27日

桑原田智之 Corporate in Japan (Japanese 
Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年12月3日

佐々木宏樹 「食料・農業分野におけるEBPMの事例紹介」
研究集会『研究者/研究所として“EBPM”
にどう関わるとよいのか？』（国立環境研究
所）

2019年12月10日

桑原田智之
Labour -Issues surrounding workers 
and workplace in Japan-(Japanese 
Economy)

青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年12月10日

吉田行郷 始めよう！農福連携、進めよう！農福連携 オホーツク地域における農福連携推進シン
ポジウム（北海道美幌町） 2019年12月12日

桑原田智之 Trade policy (Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2019年12月17日

桑原田智之 Agriculture and related trade policies 
(Japanese Economy) 青山学院大学国際政治経済学部講義 2020年1月7日

最近の刊行物
農林水産政策研究
第31号
　【調査・資料】
　　林 瑞穂
　　ブラジル大豆産業の構造変化―大豆集荷業を中心とした一考察―

　　河原昌一郎・高橋祐一郎・末永芳美
ホタテガイの中国向け輸出拡大と国内産地への影響等に関する考察
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文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。





		手動チェックが必要: 2



		手動チェックに合格: 0



		手動チェックに不合格: 0



		スキップ: 1



		合格: 14



		不合格: 15







詳細レポート





		文書





		ルール名		ステータス		説明



		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要



		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない



		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である



		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる



		優先言語		合格		テキスト言語の指定



		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている



		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する



		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である



		ページコンテンツ





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている



		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている



		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している



		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定



		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている



		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない



		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし



		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない



		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない



		フォーム





		ルール名		ステータス		説明



		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている



		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある



		代替テキスト





		ルール名		ステータス		説明



		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要



		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト



		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある



		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない



		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素



		テーブル





		ルール名		ステータス		説明



		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある



		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある



		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要



		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある



		概要		スキップ		テーブルに概要が必要



		箇条書き





		ルール名		ステータス		説明



		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある



		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある



		見出し





		ルール名		ステータス		説明



		適切なネスト		不合格		適切なネスト










先頭に戻る



